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(57)【要約】
　本発明の目的は、反射層の優れた反射率を維持し、耐
砂性および耐候性に優れた太陽光反射板を提供すること
である。本発明の太陽光反射板は、基板と、前記基板上
に設けられる反射層と、前記反射層上に設けられる保護
層とを有する太陽光反射板であって、前記保護層が、ケ
イ素および有機物を含有し、ケイ素をＳｉＯ2換算で１
０～６０質量％含み、ケイ素に化学結合している酸素の
数が平均で１．５～３．２である太陽光反射板である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板上に設けられる反射層と、前記反射層上に設けられる保護層とを有す
る太陽光反射板であって、
　前記保護層が、ケイ素および有機物を含有し、ケイ素をＳｉＯ2換算で１０～６０質量
％含み、ケイ素に化学結合している酸素の数が平均で１．５～３．２である太陽光反射板
。
【請求項２】
　前記保護層の弾性率が、０．１～１５ＧＰａである請求項１に記載の太陽光反射板。
【請求項３】
　前記反射層が、アルミニウムおよび／または銀を含有する請求項１または２に記載の太
陽光反射板。
【請求項４】
　前記反射層と前記保護層との間に、シランカップリング剤、チタンカップリング剤、ジ
ルコニウムカップリング剤および有機樹脂からなる群から選択される少なくとも１種を含
有する中間層を有する請求項１～３のいずれかに記載の太陽光反射板。
【請求項５】
　前記基板と前記反射層との間に、有機材料および／または無機材料から構成される下地
層を少なくとも１層有する請求項１～４のいずれかに記載の太陽光反射板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽熱発電に好適に用いられる太陽光反射板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光学的反射鏡として、平滑性の優れるガラス基板の表面または裏面にアルミニウ
ムや銀などの金属薄膜を蒸着したものが使われていた。
　金属薄膜をガラス基板の表面に蒸着した場合、比較的高い反射率を得ることができるが
、太陽熱発電の反射板（太陽光反射板）として使用する場合には、必然的に屋外での使用
となるため、耐砂性、耐候性、耐衝撃性、軽量化などの多くの課題があった。
【０００３】
　このような課題に対して、例えば、特許文献１には、「金属板（アルミニウムやステン
レススチール等）の表面に、反射性を有する金属（アルミニウム、銀等）蒸着膜を設け、
金属蒸着膜の外表面を透明な無機物質（ＳｉＯ、ＳｉＯ2等）の保護膜で被覆した反射型
集熱板」が提案されている（特許請求の範囲１、第３頁左欄第４～２３行）。
　また、特許文献２には、「アルミニウム、鋼板、ステンレスなどの金属、合金またはプ
ラスチックなどの適宜な材料で形成された基材４、この基材４上に被着されたアルミニウ
ム、銀などで形成された金属反射膜５、この金属反射膜５の表面に被着されたたとえばＳ
ｉＯ、ＳｉＯ2のようなガラス質膜で形成された透明性無機質保護膜６を含んで形成され
ているもの」が提案されている（２頁右上欄参照）。
　更に、特許文献３には、「反射性表面を有する金属基材上に、脱アルカリ金属珪酸塩か
らなる被膜と該被膜上に直接重ねて被着したる樹脂被膜とを形成要素とする積層状保護被
膜を設けた反射体」が提案されている（特許請求の範囲１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特公昭６２－５７９０４号公報
【特許文献２】特開昭５７－４００３号公報
【特許文献３】特開昭５７－１２５９０１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明者らは、特許文献１～３に記載された反射板について検討したところ、以下の課
題があることを見出した。
　すなわち、特許文献１および２に記載された反射板は、無機主体の被膜を有しているた
め耐候性には優れるが、砂漠地帯など砂塵の飛来する地帯に置かれることが多い太陽光反
射板として使用すると、飛来する砂に対する耐砂性が不十分であることが分かった。
　また、特許文献３に記載された反射板は、最表層が樹脂被膜であるため、耐砂性が大き
く劣ることが分かった。
　そこで、本発明は、反射層の優れた反射率を維持し、耐砂性および耐候性に優れた太陽
光反射板を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記課題を達成するために鋭意検討を重ねた結果、ケイ素および有機物
を含有する特定の保護層を設けることにより、反射層の優れた反射率を維持し、耐砂性お
よび耐候性に優れることを見出し、本発明を完成させた。
　すなわち、本発明は、以下の（１）～（５）を提供する。
【０００７】
　（１）基板と、上記基板上に設けられる反射層と、上記反射層上に設けられる保護層と
を有する太陽光反射板であって、
　上記保護層が、ケイ素および有機物を含有し、ケイ素をＳｉＯ2換算で１０～６０質量
％含み、ケイ素に化学結合している酸素の数が平均で１．５～３．２である太陽光反射板
。
【０００８】
　（２）上記保護層の弾性率が、０．１～１５ＧＰａである上記（１）に記載の太陽光反
射板。
【０００９】
　（３）上記反射層が、アルミニウムおよび／または銀を含有する上記（１）または（２
）に記載の太陽光反射板。
【００１０】
　（４）上記反射層と上記保護層との間に、シランカップリング剤、チタンカップリング
剤、ジルコニウムカップリング剤および有機樹脂からなる群から選択される少なくとも１
種を含有する中間層を有する上記（１）～（３）のいずれかに記載の太陽光反射板。
【００１１】
　（５）上記基板と上記反射層との間に、有機材料および／または無機材料から構成され
る下地層を少なくとも１層有する上記（１）～（４）のいずれかに記載の太陽光反射板。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、反射層の優れた反射率を維持し、耐砂性および耐候性に優れた太陽光
反射板を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】太陽光反射板の実施態様の一例を示す模式的な断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の太陽光反射板は、基板と、上記基板上に設けられる反射層と、上記反射層上に
設けられる保護層とを有する太陽光反射板であって、上記保護層が、ケイ素および有機物
を含有し、ケイ素をＳｉＯ2換算で１０～６０質量％含み、ケイ素に化学結合している酸
素の数が平均で１．５～３．２となる太陽光反射板である。
　次に、本発明の太陽光反射板の全体の構成について、図面を用いて説明する。
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【００１５】
　図１（Ａ）～（Ｃ）に示す通り、本発明の太陽光反射板１０は、基板１と、基板１上に
設けられる反射層２と、反射層２上に設けられる保護層３とを有する。
　また、図１（Ｂ）に示す通り、本発明の太陽光反射板１０は、反射層２と保護層３との
間に、中間層４を有していてもよい。
　更に、図１（Ｃ）に示す通り、基板１と反射層２との間に、下地層５を有していてもよ
い。
　なお、図１に示す太陽光反射板１０は平面形状のものであるが、本発明の太陽光反射板
は、平面形状に限定されず、トラフ状（樋状）、放物線状に湾曲した形状であってもよい
。
　次に、本発明の太陽光反射板の各構成について、材料や形成方法等を説明する。
【００１６】
　＜基板＞
　本発明の太陽光反射板が具備する基板は特に限定されず、例えば、鋼板、プラスチック
板、セラミックス板、ガラス板等の基板を用いることができる。
　これらのうち、好適に用いることができる鋼板としては、通常の鋼板であれば特に限定
されないが、裏面やせん断面の耐食性に優れる理由からステンレス鋼板が好ましく、経済
性の観点や塗装等により耐食性を改善できる理由から冷延鋼板や亜鉛等のめっき鋼板が好
ましい。
【００１７】
　本発明においては、上記基板の表面は、後述する反射層および保護層の表面粗度を低く
する観点から、平滑なものが好ましい。
　上記基板表面の平滑化は、圧延、スキンパス、ペーパー研磨、電解研磨、電解複合研磨
等の研磨による平滑化や、上記基板表面に、有機物および／または無機物の塗装を施す方
法、平滑フィルムを接着剤等でラミネートする方法、平滑フィルムを熱ラミネートで貼り
付ける方法等によって平滑化してもよい。
【００１８】
　また、本発明においては、上記基板の板厚は、湾曲加工を容易にする観点から、１０ｍ
ｍ以下であるのが好ましく、特に湾曲加工の施工性の観点から、６ｍｍ以下であるのがよ
り好ましい。
【００１９】
　＜反射層＞
　本発明の太陽光反射板が具備する反射層は、金属を含有する反射層であれば特に限定さ
れない。
　上記金属としては、具体的には、例えば、反射率の高いアルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａ
ｇ）等が挙げられ、経済的な観点から、Ａｌが好ましい。
　上記反射層における金属の含有量は、反射率向上の観点から、５０質量％以上が好まし
く、８０質量％以上がより好ましく、９０質量％以上がさらに好ましい。
【００２０】
　本発明においては、上記反射層を上記基板（後述する下地層を有する場合は下地層）に
被着させる方法は特に限定されないが、例えば、蒸着法、スパッタ法、電気めっき法、溶
融めっき法、無電解めっき法等の方法を適用することができる。
　ここで、蒸着法またはスパッタ法を適用した場合、上記反射層の膜厚は、反射率向上お
よび均一性の観点から、０．００１～０．５μｍであるのが好ましく、０．０１～０．２
μｍであるのがより好ましい。
　また、電気めっき法または溶融めっき法を適用した場合、上記反射層の膜厚は、５～２
００μｍ程度となるが、反射率向上の観点から、圧延、スキンパス、研磨等によりめっき
の表面粗度を低くすることが好ましい。
【００２１】
　また、本発明においては、上記反射層として、ＡｌやＡｇ等の金属を蒸着またはスパッ
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タしたフィルムやガラスシートを用いることができる。なお、このような態様においては
、上記反射層は上記基板に対して接着剤や熱ラミネートにより貼り付けることができる。
　上記フィルムとしては、具体的には、例えば、ＰＥＴフィルム、ポリエステルフィルム
、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリオレフィンフィルム、ポリ塩化
ビニルフィルム、ポリ塩化ビニリデンフィルム、アクリル樹脂フィルム、ポリビニルアル
コールフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリスチレンフィルム、ポリアクリロニト
リルフィルム、エチレン酢酸ビニル共重合体フィルム、エチレン－ビニルアルコール共重
合体フィルム、エチレン－メタクリル酸共重合体フィルム、ナイロンフィルム、アイオノ
マーフィルム、シリコーンフィルム等の樹脂主体のフィルム等が挙げられる。
　ここで、上記フィルムの表面粗度は特に限定されないが、反射率向上の観点から小さい
方が望ましく、具体的には、算術平均粗さ（Ｒａ）で０．２μｍ以下であるのが好ましく
、０．０２μｍ以下であるのがより好ましい。
　また、上記フィルムの厚さは特に限定されないが、上記基板の表面粗度の影響を抑制し
、反射率を向上させる観点から１μｍ以上であるのが好ましく、５μｍ以上であるのがよ
り好ましい。同様に、上記フィルムの厚さは、経済的な観点から、５０００μｍ以下であ
るのが好ましく、５００μｍ以下であるのがより好ましい。
　一方、ガラスシートは特に限定されないが、その表面粗度としては、Ｒａで０．２μｍ
以下であるのが好ましく、０．０２μｍ以下であるのがより好ましい。
　また、ガラスシートの厚みも特に限定されないが、湾曲加工を容易にする観点から、５
０～１０００μｍであるのが好ましく、１００～５００μｍであるのがより好ましい。
【００２２】
　＜保護層＞
　本発明の太陽光反射板が具備する保護層は、ケイ素（Ｓｉ）および有機物を含有する特
定の保護層である。
　ここで、保護層として無機物主体のガラス質皮膜を用いると、硬い素材であるため傷付
き難いと考えられたが、材料としては脆いため、飛び砂によるミクロな傷に対しては却っ
て弱く、透明性が低下しやすいことが分かった。
　また、保護層としてシリコーンゴムやシリコーンレジンを用いると、柔らかい素材であ
るため傷が入りやすく、耐砂性が劣るものであった。
　そこで、本発明者らが鋭意研究した結果、Ｓｉと有機物とを含有し、Ｓｉの含有量（以
下、「Ｓｉ含有量」ともいう。）が特定の値となり、かつ、Ｓｉに結合する酸素（Ｏ）の
数（以下、「Ｓｉ結合酸素数」ともいう。）が特定の値となる保護層が、上記反射層の優
れた反射率を維持し、耐砂性および耐候性を大幅に改善できることを知見した。
【００２３】
　（Ｓｉ含有量）
　上記保護層におけるＳｉの含有量は、ＳｉＯ2換算で１０～６０質量％であり、１５～
５０質量％であるのが好ましく、２０～４０質量％であるのがより好ましい。
　Ｓｉ含有量が上記範囲であると、耐砂性および耐候性が良好となる。これは、Ｓｉに由
来する硬さと有機物に由来する柔軟性のバランスに優れるためと考えられる。
　ここで、保護層におけるＳｉ含有量は、蛍光Ｘ線分析法やＩＣＰ－ＡＥＳ法で定量する
ことができる。なお、ＩＣＰ－ＡＥＳ法では、保護層を剥離または研削して分析する方法
が可能であるが、表層から厚みの５０％程度以上までの部位を分析して代表としてよい。
また、保護層が薄膜の場合、反射層や基板が分析試料に混入する場合があるが、これら（
混入した反射層や基板）を分析で定量し、差し引くことで、保護層のＳｉ含有量を定量す
ることができる。
【００２４】
　本発明においては、Ｓｉおよび有機物の分散（混合）状態は、海島構造となる可能性が
あるが、島に相当する部分をＳｉおよび有機物のいずれが形成していてもよい。
　また、耐砂性がより良好となる理由から、Ｓｉおよび有機物の分散状態は、島に相当す
る部分が細かい方が好ましく、具体的には、当該部分の直径が１００ｎｍ以下であるのが
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好ましく、５０ｎｍ以下であるのがより好ましい。
　更に、透明性が高くなる理由から、Ｓｉおよび有機物は、分子レベルで化学結合した複
合体やハイブリッド体であるのが好ましい。
【００２５】
　（Ｓｉ結合酸素数）
　上記保護層におけるＳｉ結合酸素数は、平均で１．５～３．２であり、１．７～２．７
であるのが好ましい。
　Ｓｉ結合酸素数が上記範囲であると、耐砂性および耐候性が良好となる。これは、架橋
が好適に進行し、適度な分子構造になっているためであると考えられる。
　ここで、１つのＳｉ原子に化学結合している酸素の平均数は、固体ＮＭＲ（Ｄｉｐｏｌ
ａｒ Ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ法）で確認した値をいい、例えば、日本電子製のＪＮＭ－Ｅ
ＣＡシリーズを用いて測定することができる。
【００２６】
　このような保護層としては、例えば、アルコキシシリル基やシラノール基等を含むシラ
ン化合物を架橋（硬化）させ、シロキサン結合を生成させたシリコーン系化合物（シリコ
ーン系樹脂）を用いることができる。
　上記シラン化合物としては、例えば、１官能性のＲ3Ｓｉ（ＯＲ）1、２官能性のＲ2Ｓ
ｉ（ＯＲ）2、３官能性のＲ1Ｓｉ（ＯＲ）3、４官能性のＳｉ（ＯＲ）4（各式中、Ｒは水
素原子または有機基を表す。）が挙げられ、各官能基数のシラン化合物を適宜組み合わせ
て用いることにより、上述したＳｉ結合酸素数を調整することができる。
【００２７】
　上記保護層としてのシリコーン系樹脂の原料（シラン化合物）としては、具体的には、
例えば、
　テトラメトキシシラン、テトラエトキシシランなどのテトラアルコキシシラン類；
　メチルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン
、フェニルトリエトキシシラン、ｎ－プロピルトリメトキシシラン、ｎ－プロピルトリエ
トキシシラン、ヘキシルトリメトキシシラン、ヘキシルトリエトキシシラン、デシルトリ
メトキシシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン
、ビニルトリエトキシシラン、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメト
キシシラン、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピル
トリエトキシシラン、ｐ－スチリルトリメトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリ
メトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、
３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－ウレイドプロピルトリエトキシシラン、３
－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、ビス（トリエトキシシリルプロピル）テトラ
スルフィド、３－イソシアネートプロピルトリエトキシシランなどのトリアルコキシシラ
ン類；
　ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメ
チルジメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、３－メタク
リロキシプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロ
ピルメチルジメトキシシラン、３－メルカプトプロピルメチルジメトキシシランなどのジ
アルコキシシラン類；
　メチルトリクロロシラン、ジメチルジクロロシラン、トリメチルクロロシラン、フェニ
ルトリクロロシラン、トリメチルシリルクルロライド、トリエチルシリルクロライドなど
のクロロシラン類；
　ヘキサメチルジシラザンなどのシラザン類；等が挙げられ、これらを１種単独で用いて
もよく、２種以上を併用してもよい。
【００２８】
　上記保護層における有機物は特に限定されず、例えば、上述したシラン化合物が有する
官能基（例えば、アルキル基、フェニル基、エポキシ基、ビニル基、メタクリロイル基、
アクリロイル基等）に由来するものであってもよいが、Ｓｉ含有量を調整する観点から、
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架橋前のシラン化合物または架橋後のシリコーン系樹脂とともに混合または複合化させる
エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、オレフィン系樹脂等であってもよい。
　なお、有機物として、このような樹脂を用いる場合は、必要に応じて、加熱ないし紫外
線により硬化させることができる。
【００２９】
　上記保護層における有機物の他の例としては、滑り性などのハンドリング性向上や皮膜
硬さ向上の観点から、有機フィラー、樹脂安定剤等が挙げられる。
　上記有機フィラーとしては、具体的には、例えば、ポリスチレン、ポリアクリレート等
が挙げられ、これらを１種単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
　上記樹脂安定剤としては、具体的には、例えば、ヒンダードアミン系光安定剤；ベンゾ
トリアゾール系紫外線吸収剤；フェノール系、リン系、イオウ系の酸化防止剤；等が挙げ
られ、これらを１種単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００３０】
　上記保護層は、Ｓｉおよび有機物以外の他の成分を含有していてもよく、例えば、滑り
性などのハンドリング性向上や皮膜硬さ向上の観点から、無機フィラーを含有していても
よい。
　上記無機フィラーとしては、具体的には、例えば、酸化チタン、炭酸カルシウム、酸化
ジルコニウム、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、硫酸バリウム、リン酸カルシウ
ム等が挙げられ、これらを１種単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
　なお、Ｓｉおよび有機物以外の他の成分を含有する場合、その含有量は、本発明の効果
を損なわない範囲であれば特に限定されないが、保護層中に１５質量％程度以下とするこ
とが好ましい。
【００３１】
　本発明においては、上記保護層の弾性率は、耐砂性がより良好となる理由から、０．１
０～１５ＧＰａであるのが好ましく、０．５～１０ＧＰａであるのがより好ましい。
　ここで、弾性率は、例えば、フィッシャー・インストルメンツ社製のピコデンターＨＭ
５００を用いて測定することができる。
【００３２】
　また、本発明においては、上記保護層の表面形状は特に限定されないが、集光率の観点
から、平滑であるのが好ましい。
　上記保護層の表面粗度は、拡散する反射成分が減り、正反射率をより高く維持できる理
由から、算術平均粗さ（Ｒａ）で０．１０μｍ以下であるのが好ましい。なお、Ｒａは、
ＪＩＳ Ｂ０６０１（２００１）に基づいて測定することができる。
　ここで、上記保護層の表面粗度は、上記基板や上記反射層の表面形状を制御することで
、ある程度調整することが可能であるため、上記保護層の表面粗度を低くするためには、
上記基板や上記反射層の表面粗度を低くしておくことが有効である。
　また、上記保護層の表面粗度は、上記保護層を形成する塗布液を低粘度にすることや、
硬化までの時間を長くする等の方法でも調整することができる。
　更に、アセトン、トルエン、エチルエーテル、メチルセロソルブ、セロソルブ、ブチル
セロソルブ（エチレングリコールモノブチルエーテル）、エタノール、イソプロピルアル
コール、プロピレングリコール１－モノメチルエーテル２－アセテート、水といった溶剤
で希釈塗装する方法も有効である。なお、その際の固形分濃度としては、０．５～５０質
量％程度であるのが好ましい。
【００３３】
　更に、本発明においては、上記保護層の厚みは特に限定されないが、反射率と保護との
バランスから、０．０１～２０μｍであるのが好ましく、０．０１～１０μｍであるのが
より好ましく、０．１～５μｍであるのが特に好ましい。
【００３４】
　＜中間層＞
　本発明の太陽光反射板は、上記保護層の密着性を改善し、耐候性がより良好となる理由
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から、上記反射層と上記保護層との間に中間層を設けるのが好ましい。
　上記中間層は、シランカップリング剤、チタンカップリング剤、ジルコニウムカップリ
ング剤および有機樹脂からなる群から選択される少なくとも１種を含有するものである。
　また、上記中間層の膜厚は、シランカップリング剤、チタンカップリング剤、ジルコニ
ウムカップリング剤を用いた場合には単分子層レベル（数オングストローム）～０．５μ
ｍ程度が好ましく、有機樹脂を用いた場合には０．１～５μｍ程度が好ましい。
【００３５】
　上記シランカップリング剤としては、例えば、ビニル基、エポキシ基、スチリル基、メ
タクリロイル基、アクリロイル基、アミノ基、ウレイド基、メルカプト基、スルフィド基
、イソシアネート基等の官能基を有するアルコキシシランが挙げられる。
　上記チタンカップリング剤としては、例えば、チタンテトライソプロポキシド、チタン
テトラノルマルブトキシド、チタンブトキシドダイマー、チタンテトラ－２－エチルヘキ
ソキシド等が挙げられる。
　上記ジルコニウムカップリング剤としては、例えば、酢酸ジルコニウム、炭酸ジルコニ
ウムアンモニウム、フッ化ジルコニウム等が挙げられる。
　これらのうち、上記保護層との相性が良好となり、耐候性が改善され、上記反射層の優
れた反射率をより高く維持することができる理由から、シランカップリング剤であるのが
好ましい。
　なお、上記中間層としてシランカップリング剤を用いた場合は、上記中間層は上記保護
層の一部とみなしてよく、シランカップリング剤のＳｉＯ2換算量は上記保護層のＳｉ含
有量に加えることができる。
【００３６】
　一方、有機樹脂としては、例えば、透明性および耐光性の優れる塩ビ樹脂、塩酢ビ樹脂
、アクリル樹脂、変性オレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂等が適
用できる。
【００３７】
　＜下地層＞
　本発明の太陽光反射板は、反射層の平滑性を改善し、反射率を向上させる理由から、上
記基板と上記反射層との間に、有機材料および／または無機材料から構成される下地層を
少なくとも１層設けるのが好ましい。
　上記有機材料から構成される下地層としては、具体的には、例えば、ＰＥＴフィルム、
ポリエステルフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリオレフィ
ンフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリ塩化ビニリデンフィルム、アクリル樹脂フィ
ルム、ポリビニルアルコールフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリスチレンフィル
ム、ポリアクリロニトリルフィルム、エチレン酢酸ビニル共重合体フィルム、エチレン－
ビニルアルコール共重合体フィルム、エチレン－メタクリル酸共重合体フィルム、ナイロ
ンフィルム、アイオノマーフィルム、シリコーンフィルムなどの樹脂主体のフィルム等が
挙げられる。
　上記無機材料から構成される下地層としては、具体的には、例えば、ガラスシート、ガ
ラスコート；ニッケルや亜鉛などの金属めっき；等が挙げられる。
【実施例】
【００３８】
　以下に、実施例を挙げて本発明を具体的に説明する。ただし、本発明はこれらに限定さ
れるものではない。
【００３９】
　〔実施例１～７１、比較例１～１６〕
　下記表１～表３に示す基板に対して、下記表１～表３に示す下地層、反射層、中間層お
よび保護層を以下に示す方法により形成し、太陽光反射板を作製した。
　なお、下記表１～表３中、「－」で示される箇所は、該当項目を設けていない（処理し
ていない）ことを示す。また、下記表１～表３に示す基板は、具体的には以下の基板を使
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用し、基板としてステンレス鋼板、冷延鋼板、溶融亜鉛めっき鋼板、電気亜鉛めっき鋼板
のいずれかを用いた場合は、反射層を形成する基板表面に、スキンパス仕上げを施した。
　（基板）
　・ステンレス鋼板：ＳＵＳ４３０（板厚０．１ｍｍ）
　・冷延鋼板：ＳＰＣＣ（板厚０．３５ｍｍ）
　・プラスチック基板：塩ビ（板厚５ｍｍ）
　・セラミック基板：繊維強化セメント板〔フレキシブルボード（板厚５ｍｍ、三菱マテ
リアル社製）〕
　・ガラス基板：フロート板ガラス（板厚５ｍｍ、旭硝子社製）
　・溶融亜鉛めっき鋼板（板厚０．３０ｍｍ、両面めっき、片面当たりめっき付着量：１
００ｇ／ｍ2）
　・電気亜鉛めっき鋼板（板厚０．４５ｍｍ、両面めっき、片面当たりめっき付着量：２
０ｇ／ｍ2）
【００４０】
　（下地層）
　下地層は、基板に対して接着剤を用いて貼り付けて形成させた。
　ここで、下地層のＰＥＴフィルムとしては、算術平均粗さ（Ｒａ）が０．１μｍであり
、下記表１～表３に示す厚み（下記表１～表３に記載がないものは厚み５０μｍ）のもの
を使用した。
　また、実施例５０で用いた下地層のガラスシートとしては、旭硝子社製のＡＮ１００（
板厚０．５ｍｍ）を使用した。
　また、実施例５４で用いた下地層のガラスコートとしては、低温シール用粉末ガラス（
ＢＡＳ１１５、旭硝子社製）を５００℃で３０分焼成し、１００μｍ厚にしたものを使用
した。
【００４１】
　（反射層）
　反射層は、下記表１～表３に示すＡｌまたはＡｇを下地層の上に蒸着により成膜させた
。なお、実施例６０については、溶融したＡｌを１００μｍ厚となるように下地層の上に
めっきした後、鏡面研磨を施し、８０μｍ厚にすることにより形成させた。
　ここで、反射層の厚みは、下記表１～表３中に記載がないものは０．１μｍであった。
【００４２】
　（中間層）
　中間層は、下記表１～表３に示すシランカップリング剤等を溶解させた０．５質量％水
溶液を反射層の上に１０ｇ／ｍ2塗布し、１１０℃で５分間乾燥して形成させた。なお、
各中間層の厚みは下記表１～表３に示す通りである。
　ここで、シランカップリング剤としては３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
を使用し、チタンカップリング剤としてはチタンテトライソプロポキシドを使用し、ジル
コニウムカップリング剤としては炭酸ジルコニウムアンモニウムを使用した。
　なお、＃を付したシランカップリング剤については、３－アミノプロピルトリメトキシ
シランを使用した。
【００４３】
　（保護層）
　保護層は、下記表４に示す配合剤および下記表５に示す硬化剤を下記表１～表３に示す
質量割合となるように溶媒（エチレングリコールモノブチルエーテル）に混合した塗布液
（固形分濃度１０質量％）を反射層（中間層を設けた場合は中間層）の上にバーコーター
を用いて塗布し、下記表１～表３に示す硬化条件で加熱乾燥して形成させた。なお、比較
例１０～１４については、下記表４に示す配合剤および下記表５に示す硬化剤を用いず、
下記表１に示すシリコーンゴム（ＲＴＶゴム ＫＥ－１８４２、硬化条件：１２０℃×１
ｈｒ、厚み１μｍ、信越化学工業社製）、シリコーンレジン（ＫＲ－３００、硬化条件：
２５０℃×１ｈｒ、厚み１μｍ、信越化学工業社製）、ＳｉＯ2蒸着膜、ホウ珪酸ガラス
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形成させた。
　ここで、形成した保護層に関して、Ｓｉ含有量（ＳｉＯ2換算）は、保護層を剥離また
は表層から削り取り、アルカリ融解／ＩＣＰ－ＡＥＳ法にて定量した。Ｓｉ結合酸素数は
、固体ＮＭＲ（ＪＮＭ－ＥＣＡシリーズ、日本電子製）のケミカルシフトから算出した。
これらの結果を弾性率、厚みおよび算術平均粗さ（Ｒａ）の測定結果とともに下記表１～
表３に示す。
【００４４】
　作製した各太陽光反射板について、以下に示す評価方法により反射率、耐砂性および耐
候性を評価した。これらの結果を下記表１～表３に示す。
【００４５】
　＜反射率＞
　分光光度計（ＵＶ－３１００ＰＣ、島津製作所社製）を用いて、波長３００～２５００
ｎｍにおける正反射率を測定し、ＪＩＳ Ｋ５６０２（２００８）に基づく重価係数をか
けた日照反射率として評価した。７０％以上を合格とした。
【００４６】
　＜耐砂性＞
　ＪＩＳ Ｈ８５０３（１９８９）に基づき、試験面に炭化珪素を２ｋｇ落下させた場合
の正反射率の低下率で評価した。
　（判定基準）
　◎：５％以下（合格）
　○：５％超え～１０％以下（合格）
　△：１０超え～３０％以下（不合格）
　×：３０％超え（不合格）
【００４７】
　＜耐候性＞
　ＪＩＳ Ｄ０２０５（１９８７）に基づき、サンシャインウェザーテストを１０００時
間行なった場合の正反射率の低下率で評価した。
　（判定基準）
　◎：５％以下（合格）
　○：５％超え～１０％以下（合格）
　△：１０超え～３０％以下（不合格）
　×：３０％超え（不合格）
【００４８】
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【００４９】
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【表２】

【００５０】
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【００５１】
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【表４】

【００５２】
【表５】

【００５３】
　表１～表３に示す結果から明らかなように、Ｓｉ含有量（ＳｉＯ2換算）およびＳｉ結
合酸素数のいずれか一方または両方が所定の範囲外である保護層を用いると、反射率を高
く維持できるものの、耐砂性および耐候性が劣ることが分かった（比較例１～１４）。
　一方、Ｓｉ含有量（ＳｉＯ2換算）およびＳｉ結合酸素数いずれも所定の範囲内となる
保護層を用いると、反射層の優れた反射率を維持し、耐砂性および耐候性も良好となるこ
とが分かった（実施例１～７１）。
　特に、基板としてステンレス鋼板、冷延鋼板、溶融亜鉛めっき鋼板または電気亜鉛めっ
き鋼板を使用し、反射層と保護層との間に中間層を設けた実施例１４～２１、２４～３１
、３３～４７、４９～５０、６１～７１で作製した太陽光反射板は、耐砂性および耐候性
（特に耐候性）がより向上する傾向があることが分かった。
【符号の説明】
【００５４】
　１　基板
　２　反射層
　３　保護層
　４　中間層
　５　下地層
　１０　太陽光反射板
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【国際調査報告】
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